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木次線利活用推進協議会

ＪＲ木次線利用促進事業費助成金の手引き

皆さんのアイディアで、木次線の利用者を増やしていきましょう！！

１．事業の目的は？

木次線利活用推進協議会では、沿線住民組織や駅舎管理団体等が自ら主体的に企画、実施す

る木次線の利用者増加を目的として行う利用促進事業に対し、予算の範囲内で助成金を交付し

ます。

２．対象となる事業は？

以下、２種類の事業の目的・内容に合致するものを対象とします。

① 利用促進イベント支援事業

…ＪＲ木次線の利用促進を図るためのイベントや、地域イベントと組み合わせることで利

用者増加が見込まれるもの。

② 団体利用促進事業（大人の遠足助成）

…ＪＲ木次線の普通列車を利用して行う団体旅行、研修利用等。

３．交付対象団体となる団体は？

●駅舎管理団体 ●ボランティア団体 ●住民自治組織

●地域活性化を目的とする団体及び特定非営利活動法人 ●教育及びスポーツ関係団体

●その他会長が認める団体

※個人や政治、宗教又は営利を目的とした団体は対象としない。

※同一事業について、補助金又はこれに類する金銭の交付を受けている団体は対象としない。

４．助成金額は？

５万円以内／１申請
※予算の範囲内で交付。

※団体利用促進事業は、①10名以上の団体利用、②JR木次線を利用区間に含む、③普通列

車が対象、④交付額は購入金額の1/2 以内、⑤1人につき片道あたり500円以内、⑥他

の助成や割引制度との併用は不可、を条件とする。
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５．対象となる経費（例）

６．対象とならない経費

●団体の事務所等を維持するための経費

●施設整備・修繕等に係る経費

●経常的な事業に要する経費

●飲食に係る経費

●備品購入費（汎用性のあるもの 例：草刈機、パソコン、デジタルカメラなど）

●構成員又はこれに属する人に対する人件費、謝礼

７．実施期間は？

交付決定の日から２０２３年２月末までに事業を完了し、報告可能な事業。

８．申請方法は？

イベント等の開催１ヵ月前までに申請書類（申請書・計画書・予算書）を提出いただきま

す。期限までに提出いただけない場合は交付決定することができませんので、予めご了承くだ

さい。

なお、事業効果として、事業実施による木次線の利用者数を必ず想定・報告いただきます。

また、事業完了後、速やかに報告いただかないと、助成金をお支払いすることができない場

合もありますので、ご理解とご協力をお願いします。

まずは、最寄りの木次線利活用推進協議会事務局までご相談ください。

木次線利活用推進協議会（沿線自治体事務局）

雲南市うんなん暮らし推進課 TEL：0854-40-101４、FAX：0854-40-1029

奥出雲町まちづくり産業課 TEL：0854-54-252４、FAX：0854-54-0052

松江市交通政策課 TEL：0852-55-5209、FAX：0852-55-5552

庄原市市民生活課 TEL：0824-73-1154、FAX：0824-73-1247

費目 内容

報償費 講師謝礼等（団体の構成員に対するものを除く）

旅 費 研修に参加するなど事業実施のための交通費（バス代等）

需用費 燃料油等の代価、印刷製本費（チラシ・ポスター・記録用の写真代等）

役務費 郵便料（はがき、切手）等の通信運搬費、広告料、保険料等

委託料 専門的知識や技術を要する業務を外部に委託した費用

使用料・賃借料 イベント会場等の使用料、機械等の賃借料

その他 事業実施のために必要な経費で実行委員長が必要かつ適切と認めるもの
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９．申請から報告・支払いまでの流れは？

大まかな流れ（フロー図） スケジュール

事業募集

相談受付

協議の場

申請書類提出

交付決定

事業の実施

（概算払申請提出）

報告書類提出

成果発表

木次線利活用推進協議会

のＨＰで公募

協議会事務局

（各市町担当課）

交付申請書（様式１号）

・事業計画書

・収支予算書

決定通知書（様式２号）

実績報告書（様式４号）

・事業報告書

・収支決算書

請求書（様式６号）

必要に応じて

概算払申請書（様式７

号）

※概算払いが必要な場合

利用促進会議など

募集期間 ４月上旬～

※予算が無くなるまで

募集期間中、随時受付

相談受付後、随時

各種協議が整った後、

実施１ヵ月前までに申請

協議会事務局にて審査・決定

事業完了後速やかに

２月頃

必要に応じて

市町担当課と協議

（変更申請提出）

変更申請書（様式３号）

・事業計画書

・収支予算書

※大きな変更がある場合

額確定・支払い 確定通知書（様式５号）

随時

随時
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１０．イベントチラシのイメージは？

イベントのタイトル
～サブタイトルもあれば～※協議会ロゴを入れる

イメージ

2023 年

●月●日(●)
●:●●～●:●●
会場名を記載

写真

○イベントのポイントを簡潔に
○イベントのポイントを簡潔に
○イベントのポイントを簡潔に

利用特典を記載
列車でお越しの方、
先着●名様には●●！

イベントの概要を掲載
対 象：詳細を記載 特 典：詳細を記載
参加費：「無料」や料金を記載
予 約：〆切、申込URLや電話番号などを記載
※「先着●名に達し次第終了となります」など記載
※「少雨決行。雨天の場合は内容を変更する場合があります」など記載
※「●●をご持参ください」など記載

写真

※時刻表を掲載する際は事前にＪＲ木次鉄道部に確認するこ
と。
（イベント開催日の１ケ月前には確認を完了しておくこと。）JR 木次線おすすめ時刻表

【宍道方面から】
宍道 加茂中 出雲大東 木次(着)

行き 9:-- 9:-- 9:-- 9:--
木次 出雲大東 加茂中 宍道(着)

帰り 12:-- 12:-- 12:-- 12:--

【奥出雲方面から】
出雲横田 出雲三成 下久野 木次(着)

行き 9:-- 9:-- 9:-- 10:--
木次 下久野 出雲三成 出雲横田(着)

帰り 11:-- 12:-- 12:-- 12:--

場合によっては、
会場案内図を用意

※「木次線利活用推進協議会」を【協力】として掲載。

【主催】●●●●
【お問合せ先】●●●●●● ☎0854-●-●
●
【協力】木次線利活用推進協議会


